
給食残飯処理業務委託契約書（収集運搬、処分用） 

 

 地方独立行政法人神奈川県立病院機構（以下「法人」という。）神奈川県立こども医療センター総長 町

田 治郎（以下「発注者」という。）と【落札者】（以下「受注者」という。）は、地方独立行政法人神奈

川県立病院機構神奈川県立こども医療センター（以下「センター」という。）から排出される給食残飯の収

集・運搬、処分に関して、次のとおり契約を締結する。 

 

（契約の内容） 

第１条  この契約の内容は次のとおりとする。 

    (1) 契約の目的  この契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「法」という。）

及び関係法令に従い、センターから排出される給食残飯の適正処理を行う

ことを目的とする。 

    (2) 契約の内容 別紙仕様書のとおり 

    (3) 契 約 期 間  令和３年４月１日から令和４年３月31日まで 

    (4) 契 約 金 額  １kgあたり   円（税抜き）  

（請求金額は単価に数量をかけ、取引にかかる消費税及び地方消費税の額を加えた金額

とする。） 

           なお、「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)

第28条第１項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72

条の83の規定により算定した額とする。 

    (5) 契約保証金  免除する。 

    (6) 代金支払場所  三井住友銀行横浜支店 

 

（代金の支払方法） 

第２条 代金（１円未満の端数は切捨て）の支払いは、毎月の検査完了後、受注者の適法な請求書を受理

した日から30日以内に行うものとする。 

 

（履行遅滞） 

第３条 受注者は、本契約に定める委託業務を契約期間内に履行することができないときは、発注者が災

害その他やむを得ない理由があると認めたときを除き、遅滞日数１日につき当該業務に係る契約金額に

遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率（昭和24年大蔵省告示第991号）に定め

る率で計算した額の違約金を発注者に支払わなければならない。 

２ 発注者の責めに帰する事由により第２条の支払期限までに代金を支払わない場合は、発注者は受注者

に対して前項の規定を準用して計算した遅延利息を請求できる。 

 

（権利義務の譲渡） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又はこの契約の履

行を第三者に委任することができない。ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又は信用保証協会及

び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第１条の４に規定する金融機関に対して売掛債

権を譲渡する場合はこの限りでない。 

 

（業務の適正履行） 

第５条 受注者は、この契約に定める委託業務の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履

行しなければならない。 

 



（労働関係法規の遵守） 

第６条 受注者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法(昭

和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)などの労働関係法規を遵守しなければならない。 

２ 受注者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、発注者

は、受注者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることができる。 

３ 受注者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となった

ときは速やかに発注者に報告しなければならない。 

 

（処理の内容） 

第７条 受注者は、センターから排出される廃棄物を収集運搬し、処分するために食品のリサイクルとし

て横浜市より食品リサイクル法に基づく登録を得ているリサイクル施設へ搬入しなければならない。な

お、廃棄物の量は毎日計算し、報告をするものとする。 

  

（受注者の事業範囲） 

第８条 受注者の事業範囲は次のとおりであり、受注者はこの事業範囲を実施できることを証するものと

して、許可証の写しを発注者に提出する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにそ

の旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出するものとする。 

    収集運搬に関する事業範囲 

許可都道府県・政令市  

許 可 の 有 効 期 限  

業 の 種 類  

取扱い廃棄物の種類  

許 可 の 条 件  

許 可 番 号  

  

（処分の場所及び方法） 

第９条 受注者は、発注者から委託された廃棄物を次のとおり処分をする。 

処 理 施 設 の 名 称  

許可都道府県・政令市  

許 可 の 有 効 期 限  

所 在 地  

処 分 の 方 法  

処 理 能 力  

許 可 番 号  

 

（再委託の禁止） 

第10条 受注者は、発注者から委託された廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務を、原則として他者に委

託しないものとする。ただし、契約期間中に、収集・運搬業務及び処分業務を他者に委託する必要が生

じた場合は、受注者は、発注者と協議し、法令の定める再委託基準に従い、収集・運搬業務及び処分業

務を再委託することができる。この場合において、発注者が必要と認めた際には、発注者と受注者が協

議の上、この再委託を受注者の責任において解除することがある。 

 

（マニフェスト） 

第11条 発注者は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し、受注者に交付する。受注者

は、このマニフェストを廃棄物とともに処分業者に回付するものとする。 

２ 受注者は、廃棄物を処理した後は、事業系一般廃棄物管理票のＤ票の返却により発注者に報告し、発

注者の指定する職員の検査を受けなければならない。 

 



３ 受注者は、発注者が業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指示に従わなけ

ればならない。 

 

（発注者の義務と責任） 

 第12条 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する廃

棄物の性状等に変更があった場合は、受注者に対して速やかに書面をもって変更内容及び程度の情報を

通知する。 

   なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状との変動幅は、廃棄物の

発生過程の変更による性状の変更は腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通

知する変更幅の範囲について、あらかじめ協議の上定めることとする。 

 

（受注者の義務と責任） 

 第13条 受注者は、発注者から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、事業場における処分

の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故及び第三者への損害につ

いては、その原因が発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者が責任を負う。 

 ２ 受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。

この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ、発注者における影響が最小限になるように

努力するものとする。 

 

（第三者損害） 

第14条 受注者は、業務遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならな

い。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がそれ

を負担するものとする。 

 

（作業条件） 

第15条 受注者の従事者は、常に規律を守り、受注者の名称及び当該従事者の氏名を明記したネームプレ

ートを着用しなければならない。 

 ２ 受注者の従事者は、作業にあたっては、発注者の業務に支障の無いように行わなければならない。 

 

（報告義務） 

第16条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに

発注者に報告し、発注者と受注者とが協議するものとする。 

 

（秘密の保持等） 

第17条 受注者は、委託業務の実施にあたり、受注者及び受注者の委託を受けた作業責任者及び作業員等

を委託業務の実施場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させるものとする。 

２ 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、

この契約の終了後においても同様とする。 

 

（配送方法等） 

第18条 受注者が、自動車を使用して廃棄物を運搬する場合は、低公害車（排出ガスを発生しない自動車

又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定さ

れたものをいう。）の使用及びエコドライブ（アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、

環境に配慮した自動車の使い方をいう。）を実施しなければならない。 

 

（業者調査への協力） 

第19条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発

注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することが

できる。 

２ 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の

終了後も、終了日の属する法人の事業年度から６事業年度の間は、同様とする。 



 

（発注者の解除権） 

第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部、又は一部を解除できる

ものとし、このために受注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。 

(1) 受注者の責に帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了する見込みがないとき、又はその

他契約条項に違反し、この契約の目的を達成することができないとき。 

(2) 許可、免許、登録、又は各種の資格が必要な委託業務については、その許可等が取り消し、又は

抹消されたとき。 

(3) 第11条の規定に基づく検査に不合格となり、発注者の再度の検査においても、不合格となったと

き。 

 ２ 受注者の義務違反により、発注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引き渡

しを受けた廃棄物の処理が未だ完了していない物があるときは、発注者又は受注者は次の措置を講じな

ければならない。 

   (1) 受注者は、解除された後も、廃棄物に対する本契約に基づく受注者の義務を遂行する責任を免

れないことを承知し、その残っている廃棄物についての収集・運搬の義務を自ら実行するか、も

しくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければなら

ない。 

   （2） 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、受

注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 

   (3)  上記(2)の場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者

のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を受注者に

対して償還を請求することができる。 

 

（暴力団等排除に係る解除） 

第21条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この

契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその

損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75

号。以下、本条及び次条において、「条例」という。）第２条第４号に定める暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第２

条第５号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。 

(2) 受注者が、条例第23条第１項に違反したと認められたとき。 

(3) 受注者が、条例第23条第２項に違反したと認められたとき。 

(4) 受注者及び役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員

(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所（常

時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を有し

ていると認められたとき。 

２ 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、記載された予定数量に契約

単価を乗じた額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第22条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当

介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力

をしなければならない。 

 



２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履

行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受注者は､暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者

に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期

限に関する協議を行わなければならない。 

 

（談合その他不正行為による解除） 

第23条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除することができる。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁

止法」という。)第３条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対して行う同法

第７条第１項又は第２項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第

７条の２第１項の規定による命令)が確定したとき。 

(2) 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことに

より、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第８条の２第１項の規定による命令若し

くは同条第２項において準用する同法第７条第２項の規定による命令(これらの命令がされなかっ

た場合にあっては、同法第８条の３において準用する同法第７条の２第１項の規定による命令（受

注者に対してされたものに限る。））が確定したとき。 

(3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）に関して刑法（明治40

年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１

項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に損害が生じてもその責を負わない

ものとする。 

 

（賠償の予約） 

第24条 受注者は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わ

ずに、賠償金として、記載された予定数量に契約単価を乗じた額の100分の15に相当する額を発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が

特に必要と認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、

発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（賠償金等の徴収） 

第25条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金（以下「賠償金等」という。）を発注者

の指定する期間内に支払わないときは、発注者は賠償金等の額に、賠償金等の額につき発注者の指定す

る期間を経過した日から賠償金等が納付された日までの日数に応じ政府契約の支払い遅延に対する遅延

利息の率に定める率で計算した額（以下「遅延利息」という。）を加えた額を徴収する。 

２ 契約金が未払の場合にあっては、賠償金等及び契約金支払日までに遅延利息がある場合は、その遅延

利息を、発注者が支払うべき契約金額から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足がある

ときは、その不足額を、発注者は別途徴収する。 

 

（受注者の解除権） 

第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるも

のとし、このために発注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。 

(1) 契約内容等の大幅な変更により、契約の目的を達成することができないとき。 

(2) 発注者の責に帰すべき事由により契約を履行することができないとき。 

 

 



 ２ 発注者の義務違反により受注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて、発注者から引き渡

しを受けた廃棄物の処理が未だ完了していない物があるときは、受注者は発注者に対し、損害賠償を請

求するとともに受注者のもとにある未処理の廃棄物に関して、発注者の費用をもって当該廃棄物を引き

取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対して当該運搬費用を請求す

ることができる。 

 

（契約の費用） 

第27条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

 

（訴訟の提起） 

第28条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を所管する裁判所に行うものとする。 

 

（協議事項等） 

第29条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、法人の会計に関する規程

に基づくほか、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。 

 

 

 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、発注者と受注者とが両者記名押印のうえ、各自そ

の１通を所持するものとする。 

 

令和３年  月  日 

 

                    発注者   横浜市南区六ツ川２―138―４ 

                          地方独立行政法人神奈川県立病院機構 

                          神奈川県立こども医療センター 

                          総   長    町 田  治 郎 

 

      受注者   【落札者】 



別添 

個人情報保護のため特記事項 

 

（秘密等の保持） 

第１条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第２条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従

い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。 

 

（責任体制の整備） 

第３条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなけ

ればならない。 

 

（責任者、従事者） 

第４条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者（以下「従事者」とい

う。）を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 

２ 受注者は、責任者に、従事者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならな

い。 

３ 受注者は、従事者に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。 

４ 受注者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定め、発注者に届け出なければならない。 

５ 受注者は、責任者を変更する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 

６ 受注者は、従事者を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 

 

（派遣労働者） 

第５条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保

持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第１

条に準ずるものとする。 

２ 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元との契約

内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

 

（従事者等の教育及び研修） 

第６条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、責任者及び従事

者に対し、神奈川県個人情報保護条例に規定する実施機関及び受託者の責務並びに本特記事項において従

事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を

実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、計画を策定し、実施体制を明確にしなければなら

ない。 

 

（再委託の禁止） 

第７条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者にその処理

を委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

 



２ 受注者は、個人情報の処理を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、

あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならな

い。 

（1） 再委託を行う業務の内容 

（2） 再委託で取り扱う個人情報 

（3） 再委託の期間 

（4） 再委託が必要な理由 

（5） 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

（6） 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

（7） 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規程されたものの写し） 

（8） 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者

と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関

する責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について

具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに

応じて、その状況等を発注者に適宜報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、

やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再委託の内容の変更」として扱

うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙は第２項各号に規定する項目を記載した書面

に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 

 (1) 再々委託を行う業務の内容 

 (2) 再々委託で取り扱う個人情報 

 (3) 再々委託の期間 

 (4) 再々委託が必要な理由 

 (5) 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

 (6) 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

 (7) 再々委託の相手方における個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

 (8) 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対し

て個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

 

（収集） 

第８条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、

目的達成のために必要な最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

（目的以外の使用禁止） 

第９条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報又は発注者から引き渡され

た検体（検体から得られる個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含む。以下、この特記事項に

おいて同じ。）を発注者の承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはな

らない。 

 



（複製の禁止） 

第10条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された検体を発注者の承諾を得る

ことなく複製してはならない。 

 

（個人情報の安全管理） 

第11条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報又は発注者から引き渡され

た検体から得られる個人情報を漏えい、き損及び滅失（以下「漏えい等」という。）することのないよう、

当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。 

２ 受注者は、発注者から検体の引き渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出する。 

３ 受注者は、第１項の個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）とその運搬方法を特定し、

あらかじめ発注者に届け出なければならない。 

４ 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、第１項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

５ 受注者は、作業場所及び運搬方法を変更する場合は、変更前に発注者の承諾を得なければならない。 

６ 受注者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させ、及び事業者名を明記した名札等を着用させて業

務に従事させなければならない。 

７ 受注者は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体（以下「パソコン等」

という。）を台帳で管理するものとし、発注者が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持

ち出してはならない。 

８ 受注者は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 

９ 受注者は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい

等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

10 受注者は、第１項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しな

ければならない。 

 （１） 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならな

い。 

 （２） 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措

置をとらなければならない。 

 （３） 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックア

ップの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。 

 （４） 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、廃

棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

11 受注者は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果を発注者に報告

しなければならない。 

 

（個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去） 

第12条 発注者から引き渡された検体から得られる個人情報のほか、この契約による業務を処理するために

発注者の指定した様式により、及び発注者の名において、受注者が収集、作成、加工、複写又は複製等し

た個人情報は、発注者に帰属するものとする。 

２ 受注者は、委託業務完了時に、発注者と協議の上、前項の個人情報を返還、廃棄又は消去しなければな

らない。 

３ 受注者は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復

元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

４ 受注者は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使

用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 



５ 受注者は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項

目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を発注者に

提出しなければならない。 

６ 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第13条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等

に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その対応について協議しな

ければならない。 

２ 受注者は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるととも

に、前項の協議の結果に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 

３ 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏

えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

 

（立入調査等） 

第14条 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、特記事項の規定に基づき

必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受注者に報告を求める

こと及び受注者の作業場所を立入調査することができるものとし、受注者は、発注者から改善を求められ

た場合には、これに努めなければならない。 

 

（契約の解除） 

第15条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は

一部を解除することができるものとする。 

２ 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠

償を求めることはできない。 

 

（損害賠償） 

第16条 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合に

は、発注者にその損害を賠償しなければならない。 


